
 
 
経済センサス‐基礎調査 
　すべての事業所・企業を対

象に「経済センサス‐基礎調査」

を今月末まで実施します。 

　対象には調査員が訪問しま

すので、ご協力をお願いします。 

c企画課　蕁388‐1113

不妊症診断検査、特定・一般不妊治療費の一部助成 
　不妊症診断検査費用（保険分含む）のほか、医療保険が適応されず高額な医療費がかかる特定不妊

治療（体外受精・顕微授精）や一般不妊治療（人工授精）の費用の一部を助成しています。 

　次に該当する方は3月31日（火）までに申請してください。 

※助成の対象外となる費用（初診料や再診料、入院にかかる費用など）や助

成回数のほか、医療機関の指定など条件があります。制度の詳細は右記

のQRコードよりご覧ください。 

※岐阜県特定不妊症助成の申請は3月31日（火）までに岐阜保健所 

（蕁380‐3004）に提出してください。 

c健康介護課　蕁388‐7171

3月末まで　令和元年度分英語検定料助成 
　町内在住の小・中学生の英語能力向上のため、実用英語技能検

定試験（4級から1級まで）の検定料を助成しています。 

町内在住の小・中学生の保護者 

令和元年度に実施された実用英語技能検定1級から4級。 

※申請に合格、不合格は問いません。 

検定料の半額（100円未満切捨て） 

交付申請書（役場企画課で配布、または町ホームページ

からダウンロード可能）に受験票と検定結果の写しを添えて企画課に

提出してください。 

3月31日（火） e企画課　蕁388‐1113

マイナポイント予約窓口 
　マイナポイント予約（マイキー

ID設定）窓口を次のとおり開設

しています。マイナポイント予約

がお済みでない方は、ぜひご活

用ください。 

3月31日（火）まで 

午前9時～午後4時 

役場2階 特設会場（火・

木）/商工会館（月～金） 

※祝日は除く。 

マイナンバーカード（手

続きには、マイナンバーカード交

付時に設定した4桁の暗証番

号も必要ですので事前にご確

認ください） 

c企画課　蕁388‐1113 

 
プレミアム付商品券は 
期限内にご使用を 

 

 

 

　「笠松町プレミアム付商品券」

には使用期限があり、期限を過

ぎると商品券は使用できなくなり

ます。また、未使用の商品券は

換金できませんので、必ず期限

までに商品券取扱店舗で使用

してください。 

3月8日（日） 

c企画課 

蕁388‐1113

使用済み食用油の回収 
　ご家庭で使用済みの食用油

の回収をボランティア団体のご

協力で実施しますので、ご利用

ください。 

3月16日（月） 

午前9時30分～11時30

分 

役場、笠松中央公民館、

松枝公民館、下羽栗会館 

※新聞紙、雑誌、牛乳パック、ダ

ンボール、アルミ缶、古着（布）

も同時に回収します。 

c環境経済課　蕁388‐1114 

 
石綿による疾病の補償・救済 
　労働者として石綿ばく露作

業に従事したことが原因で中

皮腫や肺がんなどを発症、また

はこれらの疾病に起因して亡く

なられたと認められた場合、労

災保険法や石綿救済法により

各種の保険給付が受けられます。 

　石綿による疾病は、石綿を吸

ってから非常に長い年月を経て

発症することが大きな特徴です。 

　まずは、お気軽に岐阜労働

局または最寄りの労働基準監

督署にご相談ください。 

　なお、制度のご案内は厚生

労働省ホームページでもご覧に

なれます。 

c岐阜労働局労働基準部 

労災補償課　蕁245‐8105

受動喫煙防止のための 
ルールが変わります 

　望まない受動喫煙を防止す

るため、健康増進法が改正され、

4月1日から、事務所・店舗・工場

などの屋内は、法の基準を満た

した喫煙専用室などを除き、屋

内禁煙が義務化されます。なお、

小規模な飲食店には経過措置

が設けられています。 

　受動喫煙防止のため、事業

主をはじめ皆さまのご理解とご

協力をお願いします。 

c厚生労働省受動喫煙対策

に係るコールセンター 

蕁03‐5539‐0303 

岐阜保健所健康増進課 

蕁380‐3004 
不妊症診断検査 

対象者 

所得制限 

対象となる
検査・治療 

助成額 

法律上の婚姻をしている夫婦で、夫婦のい
ずれかまたは両方が町内に住所を有する方 

なし 

平成31年4月～令和
2年3月までに行った
不妊症の診断検査 
（保険分も含む） 

3万円を上限とし、検
査に要した費用を助
成 

特定不妊治療 

平成30年の夫婦の所得合計が730万円未満 

平成31年4月～令和
2年3月までに行った
体外受精または顕微
授精 

5万円または10万円
を上限とし、治療ステ
ージに応じて助成 

一般不妊治療 

治療開始時点・治療期間・申請日のいずれにおいても夫婦
であって、夫婦のいずれかまたは両方が町内に住所を有す
る方 
※ただし、事実婚の場合は、両方が町内に同一住所を有す
ること。 

平成31年3月～令和2年2月までに行った人工授精 

5万円を上限に本人負担額の2分の1を助成 

▲不妊症診断検査 
　・特定不妊治療 

▲一般不妊治療 

商品券取扱店舗など 
詳細はこちらから蜷 

3月15日（日）は、家庭の日です。
心豊かな明るい家庭づくりを
しましょう。 
【今月のテーマ】 
家族みんなで、 
家のまわりをきれいにして 
住みよい環境をつくりましょう。 

第3日曜日は家庭の日 
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お　知　ら　せ 

町からのお知らせ 

循環社会に奉仕する 
 有限会社 内田商会 
羽島郡笠松町大池町９番地の１ 
T E L  0 5 8‐3 8 8‐1 0 0 6  
F A X  0 5 8‐3 8 8‐0 7 6 5

生活系ごみ　事業系ごみ 
引越などの粗大ごみ 

㈱高島衛生 
ごみ・粗大ごみの回収 

蕁 058-248-0089 

令和2年3月号 
第1114号 6 令和2年3月号 

第1114号 7


